
 

北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業拡大要請に係る受入条件 
 
 
ＰＣＢ廃棄物処理事業の事業対象地域拡大問題につきましては、昨年１１月１４日

の要請以来、市民説明会の開催をはじめ、広報紙やインターネットを利用した情報提

供を行うとともに、市民意見の把握に努めて参りました。 
また市議会におきましても、昨年１２月の第４回定例会と本年２月末からの第１回

定例会において、活発なご論議をいただいたところでございます。 
 
１５県の対応に対する不満や処理時・収集運搬時の安全性に対する不安などの反対

意見のほか、経済効果など地域振興に対する期待や環境保全に向けた社会貢献という

観点からの賛成意見など、様々なご意見をいただいております。 
 
この度の要請につきましては、ものづくりのマチとして本市が長年培ってきた技術、

人材といった工業基盤や産学官民一体となって進めている環境産業拠点形成に向け

た取組が評価されたものと受け止めており、国も１５県も、施設立地の目途が立たな

い状況の中で、２０世紀の負の遺産であるＰＣＢ廃棄物を早期に処理する必要がある

という立場から、要請してきたものと重く受け止めております。 
 
本市におけるＰＣＢ廃棄物処理事業を産学官一体となって展開することが、我が国

の廃棄物問題、特に有害化学物質による環境リスクを国際的に低減するための役割を

果たすとともに、本市の環境産業の推進にもつながるものと考えております。 
 
市といたしましては、多くの市民意見や議会論議を踏まえて、下記に掲げる条件を

国が承諾することを前提に、本市におけるＰＣＢ廃棄物処理事業の事業対象地域拡大

要請を受入れます。 
 

記 
 
Ⅰ．安全性確保のための条件 
 
１．基本的な考え方 
① 様々なリスクを想定した多重な安全対策の実施、信頼、安心を基本とした事業

とするための情報公開、国のガイドラインを踏まえ冬季間の気象条件等の地域特

性を考慮した収集運搬時の安全確保など、道内分の処理受入れにあたって策定し

た「室蘭市の基本的な考え方」及び「受け入れ条件」の内容を遵守すること。 
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② 事業拡大に伴い、北海道事業には道や拡大対象地域の１５県の関係者が関与す

ることから、広域的な見地で必要な調整を行い、事業全般を統括するとともに、

以下の事項を踏まえ、環境事業団を責任をもって監督指導すること、及び１５県

に対して指導すること。 
③ 事業の実施に当たっては先行する他事業の知見や経験を最大限活かすととも

に、積雪寒冷地など北海道の地域特性を十分に考慮して安全性の確保を図ること。 
 
２．処理時の安全性 
① 胆振管内に保管されているＰＣＢ廃棄物を用いて、処理の安全性などを検証・

確認し、その上で、道外物を含めた処理を実施すること。 
② 処理量が増えることを踏まえ、処理施設からの排気中の大気汚染物質量につい

て、環境負荷の低減に向けた排出目標値を設定すること。 
③ 処理技術については、廃棄物処理法の設置許可を受けたＰＣＢ廃棄物処理施設

において採用された実績を有する技術とすること。 
④ 処理工程からの排水は、室蘭港や隣接河川及び公共下水道へ排出しない処理シ

ステムとすること。 
⑤ 処理方式の選定に当たっては、安全性・確実性の確保や施設全体を一体的なシ

ステムとして捉えた技術評価を中心とする総合評価により行うこと。 
⑥ 処理済物や処理残さについては、地元の産業などを活用してリサイクルに努め

るなど、環境に与える負荷の極小化を図るとともに、リサイクル及び適正処理の

方法を明確化し、適正に処理されたことを確認すること。 
 
３．収集運搬時の安全性 
① 収集運搬にあたっては、運搬経路の厳選、悪天候時の運行制限、ＧＰＳ等を利

用した位置確認システムの導入など適切な運行管理システムの構築や密閉性

の高い運搬容器の使用などによる漏洩防止対策が講じられるようにすること。 
② 運搬車両などの運行状況や処理施設への搬入状況の情報を適切に整理し、情報

提供するシステムの整備を行うこと。 
③ 処理施設への接続については、建設予定地が企業の構内であり、企業関係の大

型車輌との共用をなるべく避け、安全性を確保するため、公道からの専用アク

セスルートを確保すること。 
 
４．情報公開 
① 市民が安心し信頼できる事業の実施に向け、ＰＣＢ廃棄物処理事業に関する情

報を一元的に集約・管理し、迅速に提供できる機能を持った（仮称）PCB 処理

情報センターを、事業主体である環境事業団が設置すること。 
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② 処理施設の立地場所が工場敷地内であることから、事業団は、その設置場所に

ついて、市民がアクセスし易いよう十分に配慮すること。 
 
 

Ⅱ．地域密着型の事業とするための条件 
 
１．ＰＣＢ処理施設の建設及び運営にあたっては、地元の企業、人材、技術を最大

限活用するなど、地域密着型の事業とすること。  
２．資機材の調達や雇用については、可能な限り地元調達や地元優先の雇用とする

こと。 
３．トータル処理システムの体制整備として、処理施設の建設における総合エンジ

ニアリング企業による一貫責任体制による設計・施工とともに、当該総合エンジ

ニアリング企業と操業運転を行う者との密接な連携により、施設建設から操業運

転に関する一貫した責任体制の確保を行うこと。 また、災害や事故等の緊急・

非常時に対応できる地域の総合エンジニアリング技術と一体となった体制整備を

行うこと。 
４．その他 
① 処理施設の立地場所は、室蘭市仲町の新日本製鐵㈱棒線事業部室蘭製鐵所の工

場敷地内、南西臨海部（別添図）とするが、借地や専用アクセスルートの設定等

については、土地所有者と十分に協議すること。 
② ＰＣＢ処理施設では、既存緑地の活用等による環境整備に努めること。 
 

 
 
Ⅲ．環境産業集積基盤の強化等について 
 
１．ＰＣＢ廃棄物処理事業の運営に係る調査研究など、地元の大学や地元企業等と

の共同研究・実証試験等に関する支援を行うこと。 
２．室蘭地域環境産業拠点形成事業の推進に向けて、国として本市をフィールドと

した環境研究・教育研修分野などの施策の積極的な展開を図るための具体的な方

針を示すこと。 
    また、エコタウン事業など国費の導入促進による環境産業の推進に努めること。 
３．環境配慮型の地域産業の展開やまちづくりについて積極的に支援すること。 
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